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 はじめに

 近年、我が国では、人口減少社会の進行や社会構造の変化などにより、全国的に空家が

増加しています。このうち、適正に管理されていない空家は、周辺の生活環境へ悪影響を

及ぼすことから、その対策として、平成 27 年 5 月、「空家等対策の推進に関する特別措置

法」が全面施行されました。 

 農業、工業、商業のバランスのとれた都市として発展してきた本市においても、長引く

出生数の低迷と急速な高齢化の進行により、平成 27 年度国勢調査における本市の人口は前

回調査から減少に転じており、空家も年々増加しています。地域経済の縮小を防止し、ま

ちの元気を維持するために、人口減少に対するさまざまな取組みが必要ですが、なかでも

地域活力の低下を招くおそれがある空家への対策は重要な課題の一つとなっています。 

本市において市民の皆さまから苦情や相談が寄せられる空家をみると、相続等により所

有者や管理者が不明となった空家が多く、これらを適正に管理・維持することが難しいケ

ースが多く見受けられます。長期間放置された空家をはじめとするさまざまな空家につい

て、周辺住民が個人でこれに対処することは困難を伴うことから、行政・市民・地域が連

携し、解決方法を考えながら力を合わせて取り組むことが必要です。 

 このような理念に基づき空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成 27 年度に

行った空家実態調査を踏まえ、空家等対策の基本となる「空家等対策計画」を策定しまし

た。今後はこの計画に従って、空家等に関するさまざまな施策を効果的かつ効率的に推進

してまいります。 

 なお、この「空家等対策計画」の策定にあたり、ご提言をいただきました「豊橋市空家

等対策協議会」の皆さまをはじめ、ご意見、ご協力をいただきました皆さま方に心より感

謝を申し上げます。

                       豊橋市長  佐 原 光 一
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第Ⅰ部 空家等対策計画 
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 第１章 計画策定の背景            

１－１．計画策定の経緯

近年、人口減少などの社会構造の変化、既存住宅等の老朽化や社会的ニーズの変化

などに伴い空家が年々増加しています。 

平成 25 年に総務省が実施した「住宅・土地統計調査」によると、全国の総住宅数は

6,063 万戸、総世帯数は 5,245 万世帯となっています。一方で空家の数は 820 万戸、過

去 20年間で２倍近くにまで増加しており、住宅ストックが量的には充足していること

がわかります。 

このような空家が適切に管理されない結果として、建物等の安全性の低下、公衆衛

生の悪化等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ているものがあります。今後空家の数が増加すれば、それがもたらす問題は一層深刻

化することが懸念されています。 

こうした状況の中、平成27年 2月 26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法※１」

が施行され、あわせて「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な指針※２」が国から示されました。 

これらの空家等を取り巻く状況や国の指針等に即し、本市において実施した「平成

27 年度豊橋市空家実態調査（以下「実態調査」という。）※３」の結果を踏まえた空家

等対策を、総合的かつ計画的に推進するために「豊橋市空家等対策計画」を策定する

ものとします。 

※１ 空家等対策の推進に関する特別措置法：巻末資料１

※２ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要】：巻末資料２

※３ 平成 27 年度豊橋市空家実態調査：巻末資料３

住宅・土地統計調査

我が国の住宅とそこに居住す

る世帯の居住状況、世帯の保有す

る土地等の実態を把握し、その現

状と推移を明らかにする調査で

す。 

調査は５年ごとに実施され、調

査の結果は住生活基本法に基づ

いて作成される住生活基本計画、

土地利用計画などの諸施策の企

画、立案、評価等の基礎資料とし

て利用されています。 
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１－２．本市の空家等の現状                       

（１）本市の総住宅数、空家数及び空家率の推移（住宅・土地統計調査）

住宅・土地統計調査によると、平成 25 年の本市の総住宅数 165,660 戸に対して

空家数は 22,000 戸と推計されています。総住宅数に対する空家数の割合（空家率）

は 13.3％であり、全国と同程度の状況となっています。また、空家数及び空家率が

上昇し続けている点でも全国的な傾向に類似しています。 

（２）本市の人口及び世帯状況の推移（住民基本台帳）

総住宅数、空家数及び空家率の推移（本市） 
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出生数の減少や若者の転出超過等により、本市においても平成 21 年から人口減

少が始まっています。一方で、世帯数は増加傾向にあり、平成 28 年の１世帯あた

りの人数は平均で 2.46 人となり核家族化の進行がうかがえます。 

こうした社会構造が進展するなか、総世帯数に対する住宅総数の超過傾向は加速

しており、さらに 65 歳以上の独居世帯も増加し続けているなど、今後も空家の増

加傾向が加速することが予測されます。 

（３）本市の空家の内訳（平成 25 年住宅・土地統計調査）

一戸建 

5,560 戸 

長屋建・ 

共同住宅・

その他 
16,440 戸

※ 住宅・土地統計調査における空家数は住戸の数であるた

め、長屋建･共同住宅等の場合には建物全体が未利用とな

っているとは限りません。このため、この項においては

一戸建の空家を対象として記載することとします。 

その他の住宅
4,160 戸 

売却用の住宅

450 戸 

賃貸用の住宅

760 戸 

二次的住宅 
190 戸 

一戸建住宅の空家のうち、利用目的のない空家の数は 4,160 戸（推計値）
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立木雑草

56件, 33%

景観不調和

2件, 1%

ごみ等の放置

5件, 3%

設備等の破損等

10件, 6%

屋根外壁等が

飛散等

51件, 30%

動物等

10件, 6%

その他

25件, 15%

倒壊等

10件, 6%

本市における一戸建住宅の空家数は 5,560 戸と推計されており、その内「二次的

住宅」「売却用の住宅」「賃貸用の住宅」といった居住用として一時的に空家となっ

ているものを除く、利用目的のない「その他の住宅」の空家は 4,160 戸となってい

ます。 

（４）管理が不適切な空家等の数（現地調査）

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている等の理由で、近隣の住民等から本市に相

談や通報があったもののほか、平成 27 年度に実施した「実態調査」における現地

調査によって、建物等の腐朽や破損、立木等の著しい繁茂が外観から確認されたも

のなど、建物やその敷地等の適切な管理がなされていないものであると判断され、

平成 28 年 12 月末現在で未だ改善されていない空家等が 169 件あります。 

管理が不適切な空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響 

これら管理が不適切な空家等について、外観から判断される周辺の生活環境への

影響をみると、「立木雑草」「屋根外壁等が飛散等」が多くを占めています。ネコや

ハト等が住み着く「動物等」は動物が留まっている状況を捉えにくいため、また「景

観不調和」はその度合いが説明しにくいため件数が少ない傾向があります。 

こうした空家等のうち、現に周辺の生活環境に悪影響を及ぼしており、問題が固

定化しているものが 39件あります。 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家の数は 169 件

   （平成 28 年 12 月末現在）
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（５）管理が不適切な空家等の分布

本市における管理が不適切な空家等の分布は下図のとおりです。 

市域全体に分布していますが、建築物が集積する市街化区域に多くなっています。

特に住宅が密集する地域では隣地の影響を受けやすいことから、管理が不適切な空

家等の生活環境に及ぼす問題が、早期に表面化しやすい状況となっています。 

管理が不適切な空家等の分布と状態 

● 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている 

● 周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある 

39 件

130 件

管理が不適切な空家等の数  169 件
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１－３．空家所有者等の状況（アンケート調査）

平成 27 年度に実施した「実態調査」では、現地調査により利用されていないことが

常態であると疑われる戸建住宅を外観から把握し、これらの空家所有者等に対してア

ンケート調査※を実施しました。 

※調査の内容等は、巻末資料３「平成 27 年度豊橋市空家実態調査」参照

（１）空家になった理由

空家になった理由をみると「⑧その他」が最多の 33％であり、これらの自由記

入欄をみると「貸家への入居がない」などが多くなっています。また、「③入居者

が退去」「④賃借人募集中」も 31％を占めていることから、賃貸用住宅として活用

したいが入居者がいない状況が多い結果となっています。 

一方、「⑤相続後未使用」については 22件、11％となっており、これらについて

空家になった時期をみると、 

「     ～平成 20 年」 8 件 36% ⇔ （198 件全体の内訳：30%） 

「平成 21年～平成 27 年」 8 件 36% ⇔ （198 件全体の内訳：49%） 

「不明」 6 件 28% ⇔ （198 件全体の内訳：21%） 

となっているなど、相続により取得した住宅はその後利用されず、長期間にわたり

空家となってしまう傾向がみられます。 

（対象 = 198 件）
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（２）空家の利活用の意向

空家所有者等に今後の活用方法を聞いたところ、「解体したい」が最も多く29.3％

となっています。また「貸したい」が 27.8％、「売りたい」が 20.2％あり、資産と

して活用したい意向も多くなっています。 

一方で「そのまま維持したい」との意向も 15.7％ありました。「そのまま維持し

たい」所有者等の自由意見の中には、「先祖への敬意を払わなければならない」な

ど代々受け継いできた財産を処分しづらい事情もみられました。 

（３）空家等対策に関する所有者等ニーズ

空家の所有者等が建物等を放置せず適切に管理するために、どのような対策が必

要と考えるかを聞きました。 

有効回答数 514 件に対し、解体費用に係る補助金と答えたものが最多の 192 件で

あったほか、その他の補助制度の充実や固定資産税に係る住宅用地特例の拡大のニ

ーズなど、空家等の管理に係る所有者等の費用負担に対しての支援を望む回答が多

く見られました。 

（対象 = 514 件 複数回答有） 

ニーズ 回答数 割合 

リフォーム費用 95 18.5%

市からの補助金 解体費用 192 37.4%

廃棄物処理や草刈り等の空き家管理費用 107 20.8%

公共施設としての利用 41 8.0%

市による空き家賃貸や売買の支援 69 13.4%

専門業者の紹介
解体業者やリフォーム 45 8.8%

廃棄物処理や草刈り等の空き家管理 32 6.2%

空家を除却しても一定期間固定資産税の減額を継続する等の空家

除却促進制度 

169 32.9%

その他  38 7.4%

     ※「その他」の内容は、「自動車の出入りできる道路が必要」「除去後、駐車場等に活

用するための改修補助金」「農地に戻せるようにする」など 

（対象 = 198 件）
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１－４．空家等が抱える問題

（１）周辺の生活環境にもたらす問題

使用されなくなった建物やその敷地等が、適切に管理されず空家等として放置さ

れてしまうと、周辺の生活環境に様々な悪影響をもたらします。 

日常的に使用されなくなった建物は、屋根や外壁、窓ガラスや雨どいの破損など

に対し必要な修繕等の管理がおろそかとなるため、雨漏りなどによる腐食や劣化の

進行も早く、外装材等の飛散や脱落、将来的には建物の倒壊につながる危険性もあ

ります。庭木や雑草の繁茂は隣家に迷惑を及ぼすだけでなく、道路内への越境によ

り通行障害を引き起こします。 

また、人の目が行き届かない空家等には不審者が入り込みやすく、放火やごみの

不法投棄等の犯罪を誘発することもあり、地域の治安を悪化させるおそれがありま

す。さらには、衛生面での支障、危険動物等のすみかや害虫の発生源となるなど、

周辺住民の生活を脅かす要因となります。 

（２）地域コミュニティにもたらす問題

高齢者をはじめとする単身世帯が増加するなか、地域における空家の増加は住民

同士のつながりの希薄化や世帯の孤立化につながり、地域コミュニティの活力低下

を招きます。 

こうした地域では、新たに定住しようとする住民が減少し、商店や医療・福祉サ

ービスなどの生活機能も衰退してしまうなど、地域の活性化が図られないことから、

将来的には生活に必要な都市機能の確保や地域コミュニティの維持が困難となる

おそれもあります。 

（３）空家等の適切な管理にかかる負担

相続等で取得した住宅について、立地条件や間取りなど現在の生活スタイルや求

められる居住ニーズに見合った状態であれば、受け継いで住みたい、あるいは適正

な価格で売却や賃貸することが可能となります。 

しかし、老朽化した中古住宅を価値のある資産として運用することは難しく、こ

うして空家等となった住宅を、所有者等個人が長期にわたり適切に管理を行うため

には、相当な労力や経済的な負担を伴うこととなります。また、住宅を取り壊して

更地にすると固定資産税が高額になるといった税法上の問題から、空家としてその

まま置いておくということもあります。 

このように利活用できず処分しづらい住宅が、いずれ放置され劣化の進行により

資産価値も下がるという悪循環が生じているのが現状であると考えられます。 
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 第２章 計画の考え方                 

２－１．「空家等対策計画」の位置づけ

本計画は、「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号、以下

「特措法」という。）」第６条第１項に基づき策定するもので、第５次豊橋市総合計画

やその他の関連計画との整合を図ります。 

空 家 等 対 策 の 推 進

に 関 す る 特 別 措 置 法

空家等対策計画 

第 5 次豊橋市総合計画 

コンパクト+ネットワーク推進プロジェクト

既存ストックのマネジメント強化 

【関連計画等】

その他の計画

まちづくり

景観形成基本計画

まちづくり 
景観形成地区

立地適正化計画

都市機能誘導区域
居住誘導区域 

中心市街地活性化

基本計画

空き店舗対策 

など

都市計画

マスタープラン
土地利用 

市街地整備 
景観形成 
都市防災

【上位計画】 

住宅
マスタープラン

空家等の適切な管

理と利活用の促進
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２－２．計画の目的

「市民の生活環境の保全」と「地域活力の維持・向上」を図るため、本市の

空家等対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。 

２－３．対象地区

本市の空家等の分布は全市にわたることから、本計画における空家等対策の対象地

区は市内全域とします。 

２－４．計画期間

計画期間は、平成29年4月から平成39年3月までの 10年間とします。 
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 第３章 空家等対策の基本方針                        

３－１．基本方針

空家等の適切な管理の促進と、管理が不適切な空家等の発生を抑制することで、防

災・防犯、生活衛生、景観など、地域住民の生活環境の保全を図るとともに、住宅施

策をはじめとした様々な施策との連携により、空家等の有効活用を促進することで、

地域活力の維持・向上を図ります。 

このため、次の３つの取り組みを基本方針とします。 

基本方針① 空家等の適切な管理の促進 

快適で利便性の高いまちづくりのために、市民の生活環境に悪影響を及ぼ

すおそれのある空家等に対して、法的な対応も含めた適切な対策を講じます。

基本方針② 空家等の利活用の促進 

良好で活力あるまちづくりのために、遊休資産となっている空家等を放置

せず、地域資源としての有効活用を促進します。

基本方針③ 空家等の発生予防・抑制 

空家等の発生を予防し増加を抑制するため、市民への啓発と相談への対応

に努めるとともに、事業者等との連携のもと相談窓口などにより適切な対応

を図ります。



~ １３ ~ 

３－２．施策の展開

本計画における空家等対策の目的を実現するため、３つの基本方針に基づき空家等

対策に取り組みます。また、空家等対策の取り組みは次の方向性により具体的な施策

等として「空家等対策アクションプラン」に取りまとめ、計画的かつ効果的な展開を

図ります。 

空
家
等
対
策
の
目
的

「
市
民
の
生
活
環
境
の
保
全
」
と

「
地
域
活
力
の
維
持
・
向
上
」

取り組みの方向性

（１） 適切に管理されていない空家等の把握

（２） 空家等の適切な管理のための支援等

（３） 特定空家等に対する措置

（１） 所有者等の意向の把握

（２） 空家バンク等による利活用の促進

（１） 空家等の発生予防・抑制のための啓発

（２） 空家等に関する相談への対応

基本方針① 空家等の適切な管理の促進 

基本方針③ 空家等の発生予防・抑制 

空
家
等
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

【対象】居住用・居住用以外にかかわらず、周辺の生活環境に悪影響を及
ぼす全ての空家等

【対象】一戸建ての居住用建築物で、売却用や賃貸用、二次的住宅を除く
利用目的のない空家等

【対象】一戸建ての居住用建築物で、売却用や賃貸用、二次的住宅を除く
利用目的のない空家等

基本方針② 空家等の利活用の促進 
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３－３．目標指標

平成 25 年の住宅・土地統計調査では、一戸建住宅の空家のうち利用されていない空

家は 4,160 戸と推計されており、また平成 27 年度に実施した「実態調査」等で管理が

不適切であると判断される空家等は、平成 28 年 12月末現在で 169 件となっています。 

これらの空家等は今後も増加傾向にあると推測されますが、本計画における「空家

等の適切な管理の促進」、「空家等の利活用の促進」及び「空家等の発生抑制・予防」

に係る対策を計画的に推進するため、基本方針に基づく取り組みの目標指標を次のと

おり設定し効果を測定します。 

【目標指標①】空家等データベースに登録された空家等のうち、管理が不適切なものの件数

【目標指標②】空家バンクを利用して売買・賃貸等により利活用された空家の件数 

【目標指標③】住宅・土地統計調査における一戸建空家のうち「その他の住宅」の戸数 

空家等の 

発生予防・抑制 

空家等の 

利活用の促進 

空家等の適切な 

管理の促進 50 件100 件169 件

平成 33 年度 平成 38 年度平成 28 年 12 月 

70 件40 件12 件

平成 33 年度 平成 38 年度平成 28 年 12 月 

4,160 戸

平成 30 年 平成 35 年平成 25 年 

平成 25 年の水準を維持
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基本方針① 空家等の適切な管理の促進にかかる目標指標の設定

空家等の適切な管理の促進にかかる取り組みにより、管理が不適切な空家

等の減少を図ります。 

【目標指標①】空家等データベースに登録された空家等のうち、管理が不適切なものの件数

基本方針② 空家等の利活用の促進にかかる目標指標の設定 

空家等の利活用の促進にかかる取り組みにより、空家バンクを利用して売

買・賃貸等により利活用される空家の増加を図ります。 

【目標指標②】空家バンクを利用して売買・賃貸等により利活用された空家の件数 

件

80

60

40

20

0

H28.12 H34.3 H39.3

ます

12件

70件

40件

空家バンク登録物件の

契約 6件／年を目標とします

基本方針③ 空家等の発生予防・抑制にかかる目標指標の設定

空家等の発生予防・抑制にかかる取り組みにより、利用目的のない空家等

の増加の抑制を図ります。 

【目標指標③】住宅・土地統計調査における一戸建空家のうち「その他の住宅」の戸数

戸

10,000

5,000

0

H25 H30 H35

一戸建空家のうち、

利用目的のない空家戸数の推移（予測）
5,560戸

一戸建の空家は

今後も増加傾向

4,160戸 利用目的のない空家の増加を抑制し、

平成25年の水準を維持します

件

400

300

200

100

0

H28.12 H34.3 H39.3

169件

270件

370件管理が不適切な空家等は

約20件増／年

50件
100件

管理が不適切な空家等の

30～35件減／年を目標とします
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３－４．計画の推進

（１）推進体制

本計画による対策の推進については、特措法に基づき設置する「空家等対策協議

会」の意見を踏まえ、「住宅マスタープラン庁内推進会議」において施策の方針等

を決定します。 

空家等対策に関する施策の実施にあたっては、庁内ワーキンググループを設置し、

関係する部局間で連携できる体制や空家等対策協議会を構成する関係団体等との

情報共有など、関係者が連携し取り組む仕組みづくりを行います。 

空家等対策協議会※４

■ 空家等対策計画の推進体制 

「空家対策庁内ワーキンググループ」

建築物安全推進室・建築指導課・住宅課・防災危機管理課・行政課・資産税課・安全生活課・生活

衛生課・廃棄物対策課・土木管理課・都市計画課・消防本部予防課 

「空家利活用庁内ワーキンググループ」

住宅課・建築物安全推進室・建築指導課・地方創生推進室・市民協働推進課・多文化共生･国際課・

こども未来政策課・こども家庭課・長寿介護課・障害福祉課・産業政策課・商工業振興課・観光振

興課・農業企画課・都市計画課・まちなか活性課・消防本部予防課 

関係団体・民間事業者との協働

豊橋市自治連合会・愛知県弁護士会・愛知県宅地建物取引業協会・愛知建築士会・豊橋信用金庫協会 等

※４ 豊橋市空家等対策協議会：巻末資料４

○特定空家等検討部会 

住宅マスタープラン庁内推進会議

・建設部（事務局） 
・総務部  ・財務部 
・企画部  ・文化市民部 
・福祉部  ・こども未来部
・環境部  ・都市計画部

（関係団体） 
・豊橋市自治連合会 
・愛知県弁護士会 
・愛知県宅地建物取引業協会
・愛知建築士会 
・豊橋信用金庫協会 
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（２）取り組み効果の検証

本計画は、５年ごとに実施される住宅・土地統計調査の結果と、本計画による施

策の進捗状況等を踏まえたフォローアップにより、中間年次及び最終年次に取り組

み効果の検証を行います。 

平成 29 年 4 月 「空家等対策アクションプラン」に基づく施策の実施 

平成 30 年      住宅･土地統計調査 

平成 32 年度       フォローアップ 

平成 33 年３月  施策効果の検証（必要によりアクションプランの見直し）

平成 35 年      住宅･土地統計調査 

平成 37 年度       フォローアップ 

平成 39 年３月  施策効果の検証  
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第Ⅱ部 空家等対策アクションプラン 
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基本方針① 空家等の適切な管理の促進       

「市民の生活環境の保全」の実現のため、適切に管理されていない空家等を減少す

る以下の施策を講じます。 

（１）適切に管理されていない空家等の把握

適切に管理されていない空家等を把握するために以下の調査を実施し、その記

録を空家等データベースとして整備します。 

① 空家等現況調査 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等として、近隣住民等からの相談・通

報等があったものについては速やかに現地調査を行い、外観調査や周辺での聞

取りにより生活環境に悪影響を及ぼしている状態を把握します。 

また、所有者等により適切に管理されていない空家等として確知したものに

ついては、豊橋市シルバー人材センターとの連携により、定期に現況調査を行

い状況を継続的に監視します。 

② 空家所有者等調査 

空家等の所有者は、建物等の登記に基づく固定資産税の課税情報により確認

することを基本とします。また、相続が生じている場合等で所有者を確認でき

ない場合については、戸籍や住民登録等を調査し相続権利者等の関係者を調査

します。 

③ 空家等データベースの整備 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等の記録は、建物概要や所有者等の情

報を、庁内型 GIS を活用した位置情報とともに空家等データベースとして整備

します。 

空家等データベースは、現況調査により把握した管理の状態や指導状況等の

経過を常に最新のものとして更新し、庁内での空家等情報の共有化を図ります。 
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■ 適切に管理されていない空家等の把握にかかる施策の展開 

  過去の相談等または空家等実態調査により把握した管理が不適切な空家等の記録 

① 空家等現況調査 【継続】 

◆管理が不適切な空家等の現況把握 

・周辺に悪影響を及ぼす空家等に関する相談・通報等に基づき調査を実施

◆管理が不適切な空家等の監視 

        ・豊橋市シルバー人材センターとの連携による定期的な現地調査 

② 空家所有者等調査 【継続・拡充】 

◆固定資産税課税情報（空家等の登記情報）による所有者等の確認 

        ・税部局との連携 

◆戸籍・住民登録情報等調査による相続権利者等関係者の確認 

③ 空家等データベースの整備 【H27 年度整備・情報の拡充】 

◆基本情報 

・空家等の位置情報、所有者等情報、建物等概要、管理の状況など 

◆管理が不適切な空家等の情報 

・周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている物的状態 
・相談･通報等の記録、助言･指導等の経過 

 ◆庁内での情報の共有化  

道路管理・環境保全・廃棄物対策・火災予防・市民生活等に関する行政指導等に活用 
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（２）空家等の適切な管理のための支援等

空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適

切な管理に努めなければなりません。 

しかし、所有者等の高齢化により管理が困難である、相続等の問題により空家

等を管理すべき者が明確でない、さらには相続人が存在しないなどの事情により、

空家等が適切に管理されないまま放置されている事例も見られます。このような

空家等が周辺の生活環境へもたらす影響は様々なものとなっています。 

こうしたことから、空家等の適切な管理を促進するためには、それぞれの事情

や不適切な状況に応じたきめ細やかな支援等の対策が必要となります。 

① 空家等の適切な管理のための支援 

空家等の適正管理に関する協定を市と締結した豊橋市シルバー人材センター

との協働により、所有者等による空家等の適切な管理を支援します。 

② 管理が不適切な空家等の所有者等に対する助言 

管理が不適切で周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を確知した場

合には、所有者等に対しその状況を伝え適切な管理のために必要なノウハウ等

を助言します。見回りや、除草、樹木の剪定などの日常的な空家等管理業務を

受注できるシルバー人材センター等を紹介し、所有者等により適切な処置を行

うよう促します。 

③ 保安上危険な状態にある空家等の解体等の促進 

老朽化や破損等が著しく、建物の倒壊、外装材等の脱落や飛散など保安上危

険となる恐れがある状態となっている空家等の所有者等には、建物等の除却や

必要となる補修等を促します。 

④ 緊急安全措置又は代行措置 

適切な管理が行われておらず、周辺に対する悪影響が切迫した状態となって

いる場合には、公共の安全を確保するために緊急の措置が必要となります。 

空家等の適切な管理は所有者等により行われるべきものですが、所有者等が

特定できない又は所有者等が直接管理することができない相当の事情がある場

合等において、市が緊急的に又は所有者等に代わり必要な措置を講じるために

条例の制定を検討します。 

⑤ 空家等の所有者等の特定 

適切な管理が行われず放置されている空家等で、所有者または相続権利者を

確認するための調査をつくしても管理すべき所有者等が存在しない場合は、相

続財産管理人制度の適用などの法的措置を検討します。 
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市 関係団体等 市 関係団体等 

■ 空家等の適切な管理のための支援等にかかる施策の展開

① 空家等の適切な管理のための支援        

◆豊橋市シルバー人材センターとの空家等の適正管理に関する協定【H28～】 

② 管理が不適切な空家等の所有者等に対する助言  

③ 保安上危険な状態にある空家等の解体等の促進  

④ 緊急安全措置又は代行措置           

◆空家等の適正管理に関する条例の制定 

                【新規】 

⑤ 空家等の所有者等の特定            

◆空家所有者等の調査【拡充】 

税部局との協働

◆相続財産管理人選任の申立て【新規】 

空家等の日常的な管理業務を行う 
シルバー人材センターを PR 

所有者からの依頼に基づき 
空家等管理業務を受注 

◆空家等の適切な管理ノウハウ等を助言

協定等に基づき民間事業者等を 
紹介または斡旋 

◆空家等管理に係る 
民間事業者等との協働【拡充】

民間事業者等との連携 

◆空家解体促進費補助金【H28～】

危険な空家の所有者に対して 
建物の解体除却を誘導 

民間事業者等との連携 

弁護士会等との連携 
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（３）特定空家等に対する措置

周辺の生活環境に悪影響を与える空家等の所有者等に対して、市が再三に渡っ

て助言又は指導を行っても状態が改善されない場合には、「特定空家等」として認

定し特措法に基づく勧告等の措置を行います。 

① 特定空家等の判断 

周辺に悪影響を与えている空家等が、特措法に規定される「特定空家等」に

該当するか否かについては、別途定める「特定空家等の判断基準」により判断

します。 

■「特定空家等」の状態（特措法第２条第２項） 

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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② 特定空家等の認定及び措置の流れ 

特定空家等として認定されると、所有者等はその後の措置により住宅用地に

かかる固定資産税の特例が解除されるほか、命令、代執行などの不利益な処分

等を受けるおそれがあります。このため、特定空家等の認定に際しては、「特定

空家等の判断基準」に基づく状況、所有者等の事情、指導の経過、近隣住民等

からの聞き取り結果等を総合的に判断し空家等対策協議会に諮問した上で認定

します。 

■ 特定空家等に対する措置のフロー 

※５「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）【概要】

：巻末資料５

周辺環境に影響を及ぼしている空家等 

状態：周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているもの

状態：周辺の生活環境に著しく
．．．

悪影響を及ぼしているもの

「特定空家等の判断基準」に該当する場合

法的処分等の対象とする「特定空家等」の認定
 空家等対策協議会に諮問 

「特定空家等の判断基準」による物的状態、周辺環境へ

の影響の度合いのほか、所有者等の事情、指導･助言の

経緯等を総合的に判断。 

立入調査等（特措法第９条）  [ガイドライン第３章２]

 「特定空家等の判断基準」に基づき周辺環境に影響を及ぼしている物的状

態を確認（外観調査・周辺聞取り調査・必要により立入調査 等） 

「特定空家等」 

命令（特措法第１４条第３項）

[ガイドライン第３章５]

代執行（特措法第１４条第９項）

 [ガイドライン第３章６] 

所有者等の事情の把握  [ガイドライン第３章１]

所有者等に対し書面による連絡「空家等の適正な管理に関するお願いとお

尋ね」による事情聴取と適切な管理の助言（特措法第 12 条） 

事情に応じて相談対応 

指導・助言（特措法第１４条第１項）

  [ガイドライン第３章 3] 

適切な管理が 
行われない場合

所有者等から 

意見書の徴収 

⇒「住宅用地に関する課税標準の特例」の解除

適切な管理が 
行われない場合

勧告（特措法第１４条第２項）

[ガイドライン第３章４]
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基本方針② 空家等の利活用の促進         

「地域活力の維持・向上」の実現のため、空家等の利活用の促進を図る以下の施策

を講じます。 

（１）所有者等の意向等の把握

空家等の利活用に関する所有者等及び利用者双方の意向等を把握するために、

市民意識等の調査を実施します。 

（２）空家バンク等による利活用の促進

空家バンクの利用拡大を図り住宅市場での中古住宅の流通を促すとともに、空

家等を地域資源としてとらえ住宅以外の新たな利活用方策を掘り起こします。 

また、立地適正化計画による誘導区域内の空家等利活用におけるインセンティ

ブの付与を検討します。 

① 空家バンクによる住宅市場での流通促進 

平成 27 年 5 月に開設した空家バンクへの登録を増やし、空家等の住宅市場で

の流通を促します。 

② 空家等の利活用を促す環境整備 

空家等となっている住宅は、現在の生活様式や快適性、安全性において、新たな

居住者ニーズに合わないものも数多くあります。こうした中古住宅の付加価値を高

め、売主、買主等が安心して取引きできる環境を整えます。 

③ 民間事業者等との連携による利活用の促進 

不動産業団体や建築業団体、金融機関など中古住宅市場を支える関係事業者

等と連携により、空家等利活用にかかる取り組みの協働の仕組みを構築します。 

④ 住宅以外の新たな利活用方策の開拓 

住宅以外の地域資源として空家等の新たな利活用方策を掘り起こすため、庁

内での情報共有により、まちの居場所や地域集会所など他の関連施策等におけ

る施設ニーズと活用可能な空家等とのマッチングを図ります。 

⑤ 空家除却後の跡地活用 

除却した空家の跡地について、都市計画や立地適正化計画等との整合を図り、

地域資源としての有効活用方策を検討します。 
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関係団体等 市 

※６ 本市における空家等利活用の事例：巻末資料６

■ 空家バンク等による利活用の促進にかかる施策の展開

① 空家バンクによる住宅市場での流通促進     

 ◆空家バンクの運営【H27～・継続】             

② 空家等の利活用を促す環境整備         

  ◆中古住宅を安心して取り引きできる環境の整備 

・空家利活用改修費補助金【H27～・継続】
・建物状況調査等の促進【新規・継続】

③ 民間事業者等との連携による利活用の促進    

◆空家等利活用の促進に係る関係団体等との協働の仕組みづくり【拡充】 

④ 住宅以外の新たな利活用方策の開拓       ※６

◆関係部局との連携体制の構築【新規】 

◆施設ニーズと利活用可能な空家等とのマッチングの仕組みづくり【新規】 

⑤ 空家除却後の跡地活用             

◆関係部局等との連携による跡地の有効活用方策の検討 

◆空家バンクの利用促進【拡充】 

・空家バンク制度の PR 
・ホームページの掲載情報等の充実 
・空家所有者等に対する利活用の啓発 
・登録物件の掘起し 

・民間事業者等との連携 

・民間事業者等との連携 

・空家等取引に係る支援 
・宅建業協会との協定に基づく空家バン

クの媒介 

市 関係団体等 

・関連施策における施設ニーズの掘起し
・公的利活用の空家等所有者の意向調査

・金融機関による支援 



~ ２８ ~ 

基本方針③ 空家等の発生予防・抑制   

「市民の生活環境の保全」、「地域活力の維持・向上」のため、空家等の発生予防・

抑制を図る以下の施策を講じます。

（１）空家等の発生予防・抑制のための啓発

利用目的がなく放置された空家等が、周辺地域にもたらす諸問題を解決するた

めに、空家等の適切な管理の重要性及び空家等の利活用により良好で活力あるま

ちづくりが可能なことを啓発し、空家等の所有者等のみならず広く市民意識の涵

養を行います。 

① 空家等対策についての市民意識の涵養 

空家等対策の必要性、重要性を広く市民に周知するため、空家等対策計画に

ついて市のホームページ等で公表するとともに、市広報などを通して理解の増

進を図ります。 

また、自治会や民生委員、高齢者福祉にかかる事業所など、地域や空家所有

者等のより身近な環境で空家等を見守る仕組みづくりを行います。 

② 関係部局、事業者等との協働による啓発 

空家等の発生が相続に起因することが多いことから、他の部局との協働によ

り高齢者等を対象とした講座の実施や、不動産、建築関係団体等との共催によ

るセミナーなどを実施します。また、空家等の発生を予防・抑制する効果的な

啓発活動を行う機会の開拓を行います。 

■ 空家等の発生予防・抑制のための啓発にかかる施策の展開

① 空家等対策についての市民意識の涵養    

◆空家等対策計画の広報【新規】 

   ・市ホームページでの公表 

   ・広報とよはし等による周知 

   ・空家等対策計画【概要版】パンフレットの配布 

   ・ケーブルテレビ・FM とよはし等のメディアを通した発信 

◆より身近な環境で空家等を見守る仕組みづくり【新規】 

② 関係部局、事業者等との協働による啓発   

◆空家等対策に関するセミナー等の開催【新規】 

   ・出前講座「空家等対策のすすめ」の実施 

   ・福祉部局等が実施する高齢者向けセミナー等のカリキュラム 

   ・不動産・建築等の関係団体との共催による市民向け講座等の実施 

◆空家等対策の効果的な啓発機会の開拓【新規】 
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（２）空家等に関する相談への対応

管理が不適切な空家等については、周辺の生活環境に影響を及ぼす様々な側面

からの苦情や相談が寄せられます。また、空家等の所有者等からは維持管理のノ

ウハウや相続に関する相談、個人資産としての活用、建物の除却等についての相

談や要望があります。こうした多様な相談等に対応できる体制の充実を図ります。 

① 空家等対策の総合相談窓口の整備 

空家等に関する様々な相談等を総括し、市民生活や環境保全、道路管理、住

宅建築などといった空家等対策に関係する部局や事業者等が連携して対応する

ための総合相談窓口を設置します。 

② 専門相談窓口との連携 

遺産相続や不動産登記、資産として有効活用したいなど、多様な個別の課題

に対して適切に対応するため、相続、法務、不動産、税制、住宅建築などの専

門家による相談窓口との連携を図り、必要な情報、ノウハウを提供します。 

■ 空家等対策に関する相談体制 

空家等対策の総合相談窓口
【建築物安全推進室】 

困った空家に関すること 

空家の管理に関すること 

空家等に関するその他の相談

専門相談窓口 
・法律相談（愛知県弁護士会東三河支部） 

  法律問題全般に関する相談 

・相続登記相談（愛知県司法書士会東三河支部） 

  不動産の相続登記に関する相談 

・不動産相談（愛知県宅地建物取引業協会東三河支部）

  売買・賃借、空家活用等に関する相談 

・住宅･建築相談（愛知建築開発等行政推進団体協議会豊橋支部）

  住宅の増改築、リフォーム、耐震等に関する相談 

・その他 

連携

連
携

空家等対策に関する関係部署 

 道路 環境保全 ゴミ･廃棄物 保健･衛生 市民生活 資産税 消防 など 

空家等の利活用に関する相談
【住宅課】 

空家バンクの登録・斡旋 

利活用改修費補助 

その他の利活用に関する相談 

情
報
共
有

① 空家等対策の総合相談窓口の整備

② 専門相談窓口との連携  
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 巻 末 資 料                            

１．空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号） 

・・・・・・・・・・３２ 

２．空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

（平成27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号）【概要】 

・・・・・・・・・・３７ 

３．平成27年度豊橋市空家実態調査 

・・・・・・・・・・３８ 

４．豊橋市空家等対策協議会 

・・・・・・・・・・４４ 

５．「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 

（ガイドライン）【概要】 

・・・・・・・・・・４６ 

６．本市における空家等利活用と関連事業等とのマッチング事例 

・・・・・・・・・・４８ 
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１．空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護する

とともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関

する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、

以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必

要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公

共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着す

る物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われてい

ないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放

置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 



~ ３３ ~ 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本

指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を

定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に

関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の

規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定によ

る代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の

提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と

認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法

律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、

市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員



~ ３４ ~ 

又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しな

ければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限り

でない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要

な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用

することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち

特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で

都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、

当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度におい

て、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供

を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管

理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベ

ースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、

情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他

これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 
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第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊

等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態

にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言

又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を

付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を

とることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期

限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期

限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び

自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければな

らない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定す

る者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を

提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限まで

に完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めると

ころに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又

は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により

命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合に

おいては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わ
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ないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあら

かじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省

令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場

合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならな

い。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十

二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るため

に必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・

総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切

かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方

交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空

家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を

講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に

処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料

に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日か

ら起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 



~ ３７ ~ 

２．空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

（平成27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号）【概要】 
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３．平成 27 年度豊橋市空家実態調査 

１．調査の背景と目的 

  近年、我が国では、人口減少や居住形態の多様化などにより、全国的に空家が増加して

いる。このうち、適正に管理されていない空家による周辺の生活環境への影響が社会問題

となり、その対策として、平成 27 年 5 月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全

面施行された。

  本市においても例外ではなく、適正に管理されていない空家に関する周辺住民等からの

苦情や相談が増加している。

  そこで、本市の実情に応じた空家施策を講じるため、市内空家に関する基礎的な情報や

空家所有者等の意向を調査する目的で空家実態調査を実施した。

２．調査の内容 

 ⑴ 調査の対象（戸建住宅） 

   対応の緊急性を有するのは“適正に管理されていない空家”であること、及び状態の

良好な空家を抽出することは困難であることから、次の 1,403 件を対象とした。

  ① 外観調査による空家 1,227 件

    ・門から玄関まで雑草が繁茂しており人が出入りしている様子がない

    ・郵便受けに大量に郵便物がたまっている

    等に該当し、外観から空家と判断される共同住宅以外の建築物

    （平成 27 年度豊橋市空家物件抽出調査による）

  ② 過去の相談案件    176 件 

    過去に本市に寄せられた相談や苦情に係る空家

   ※なお、調査の結果、①と②の重複分は 46 件

 ⑵ 調査の方法 

  ① 現地調査

    調査対象の建築物を現地にて確認、及び、写真撮影により記録

  ② 所有者等調査

    市の保有する税情報等を活用し、空家所有者等を調査

  ③ アンケート調査

    空家に関する基礎的な情報や空家所有者等の意向についてアンケート調査

３．調査結果 

  アンケート調査発送数 899 件  回答数 520 件  

                 （うち、白紙等を除いた有効回答数は 514 件）

                 （回収率 58.1％）    
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⑴ 建物には人が住んでいますか 

（有効回答数 514 件の内訳） 

＊「③無回答」は、「建物と関係ない」（所有者等調

査が不成功）など

⑵ 人が住んでいないのであれば、どのように利用

されていますか 

 （⑴②400 件の内訳） 

＊「④利用している（その他）」は、「物置としてい

る」など

⑶ 空家になった時期はいつですか 

（⑵①198 件の内訳） 

⑷ 空家の延べ床面積はどれくらいですか 

（⑵①198 件の内訳）

⑸ 空家になった理由は何ですか 

 （⑵①198 件の内訳） 

＊「⑧その他」は、「貸家への入居がない」という

ような内容が多かった。 

⑹ 空き家の維持管理はどのようにされていますか

 （⑵①198 件の内訳） 

＊「⑤その他」も、「適正に管理している」というよ

うな内容が多かった。 
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 ⑺ 今後、空家をどのようにしたいとお考えですか（複数回答可） 

（対象：⑵①198 件） 

自ら居住したい 6 2.3%

貸したい

空家バンクに登録したい 23 9.0%

不動産業者にまかせたい 40 15.6%

公的機関になら貸してもよい 21 8.2%

売りたい
空き家バンクに登録したい 10 3.9%

不動産業者にまかせたい 35 13.7%

解体したい 58 22.7%

そのまま維持したい 31 12.1%

その他 32 12.5%

256 100.0%

  ＊「その他」の内容は、

   「検討中」

   「相続話し合い中のためわからない」

   「状況の把握ができていない」   など

 ⑻ 空家が周辺住民の迷惑とならないために市が何らかの支援を行うとすれば、どのよう

なものが必要だと思いますか（複数回答可） 

（対象：全回答 514 件）

市からの補助金

リフォーム費用 95 12.0%

解体費用 192 24.4%

廃棄物処理や草刈り等の空き家管理費用 107 13.6%

公共施設としての利用  41 5.2%

市による空き家賃貸や売買の支援 69 8.8%

専門業者の紹介
解体業者やリフォーム 45 5.7%

廃棄物処理や草刈り等の空き家管理 32 4.1%

空家を除却しても一定期間固定資産税の減額を継続する等の空家除却促進制度 169 21.4%

その他  38 4.8%

 788 100.0%

  ＊「その他」の内容は、

   「自動車の出入りできる道路が必要です」

   「除去後、駐車場等に活用する為の改修補助金」

   「農地に戻すなど出来るようにする」   など
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 ⑼ 空き家の適正管理や利活用に関するご意見がございましたら、ご自由にお書きくださ

い 

（対象：全回答 514 件） 

（抜粋） 

（自由意見の要約） 

倉庫として利用している。近隣には迷惑をかけないように気を付けている。

空家に対しては思い入れがある。居住予定がなくても税金を払い、大切にしている。

解体をしたいが、隣家と棟続きなので叶わない。

所有者である母が老人福祉施設に入っている。居住予定がなくても維持をしている。

市による公共利用など、有効利用策を考えるべき。

建替えをしたいが、建築基準法に関する道路要件が満たされず新築ができないため、

解体もできない。

解体をしたいが、解体費用やアスベストの処理費用が高額なため、解体できない。

空家を解体した場合は、宅地であることによる固定資産税額の減額が適用されなくな

るが、これを見直すことで、駐車場利用などを促すべき。

住宅が老朽化し、もはや住宅といえないものがあるだけで、固定資産税が減額されて

いる。不当な減額を中止すれば、税金対策のため残されている空家が減る。

老朽化した空家を改修したいが、費用が高額なため改修できない。

市が寄付を受け付けて、有効利用してほしい。

相続のことや空家の管理方法等について相談できるところがほしい。

空家があると美観を損ねるし、不安を感じるので、空家対策に力を入れてほしい。
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４．総括 

 ⑴ 空家の態様 

  (ｱ) 活用可能な空家 

今回の調査によると、本市空家の性質としては、全体として賃貸用住宅が多いとの

傾向が見られた。

  (ｲ) 適正に管理されていない空家 

    ただし、アンケート自体の返信がない建築物が 377 件（返信済みは 522 件）あり、

これらの中には、空家に関し連絡をとることができる管理者がいない、又は、空家所

有者等に適正管理を行う意思がない等の空家が相当数あることが予想される。

  (ｳ) 解決が困難な空家 

    また、回答があった空家の中では、相続などにより問題が固定化し、所有者等のみ

では解決が難しい個人住宅も見られる。

これに関連して、⑼自由意見を見ると、補助金等の経済面の施策のみならず、行政

による相談対応を要望する声がある。そもそも、建築指導課（建築物安全推進室）に

相談窓口が開設されていることを知らない様子も見受けられるので、今後、市への相

談が可能であることを啓発していく。

 ⑵ 空家の流動性の高さ 

今回、事前の現地調査において、除却済み、建替え済み等、明らかに空家でないもの

を除くことにより、アンケート調査送付数を調査対象の 1,403 件から 899 件に絞った。

1,403 件のうち、外観調査による空家候補 1,227 件が平成 26 年度以降のデータである

ため、わずか 1 年ほどで多くの空家が除却や建替えに至っていることになる。

 ⑶ 今後について 

今回の調査結果をもとに、空家対策を効果的に推し進めるため、空家等対策計画を策

定する。
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４．豊橋市空家等対策協議会 

○豊橋市空家等対策協議会条例（平成28年３月29日条例第27号） 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、豊橋市空家等対策協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。 

(１) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に

関すること。 

(２) 法第２条第２項に規定する特定空家等の認定及び法第14条に規定する特

定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 地域住民 

(２) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者 

(３) その他市長が必要と認めた者 

５ 協議会に副会長を置き、委員の中から会長が指名する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 協議会は、必要があると認める場合は、関係者の出席を求め、意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第７条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

２ 協議会は、前項の規定により部会を置いた場合においては、あらかじめ協議会

の定めるところにより、当該部会の議決をもって協議会の議決とすることができ

る。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、建設部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が

定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31

年豊橋市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

 改正後 改正前 

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）  

 報酬 報酬 

 区分 報酬額   区分 報酬額   

  （略）   （略）   

  （略）    （略）    

  農業農村活性 化等

対策協議会委員 日 額  9,000

円 

  農業農村 活性化等

対策協議会委員 日 額  9,000

円   空家等対策協 議会

委員 

  （略）    （略）    

  （略）   （略）   
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５．「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 

（ガイドライン）【概要】 
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６．本市における空家等利活用と関連事業等とのマッチング事例 

空家を活用したまちの居場所づくり「前芝カフェ やっちゃん」

 「地域のために空家を活用してほしい」といった所有者の意向

と、「地域の行事がなくなって寂しい」「近所におしゃべりできる

場が欲しい」といった地域の高齢者のニーズとのマッチングによ

り、空家を地域コミュニティの場として活用している事例。開設

には本市の「市民協働推進補助金（つつじ補助金）」を活用。 

運営主体：前芝カフェ運営委員会 

運 営 費：７万円（平成 28 年度）

                       空家となった伝統的建造物の再生「商家 駒屋」  

市が空家となっていた歴史的建造物の寄

付を受け、文化財としての復元工事を実施し、

二川宿の歴史と文化の継承発展の場、地域の

交流や活動の場として活用している事例。 

事 業 主 体：豊橋市 

改修事業費：23,415 万円（平成 24～26 年度） 

平成 14 年度 土地購入及び建物寄付により市の所有となる 

平成 15 年度   現存家屋８棟を市有形文化財に指定 

平成 24 年度 国の「空き家再生等推進事業（社会資本整備総合交付金）」 

～ 26 年度  の採択を受け、文化財建造物８棟の改修復元工事を実施 

平成 27 年度～  ＮＰＯ法人二川宿により「商家 駒屋」の運営管理 

空家利活用事例１

高齢者の活動拠点づくり

空家利活用事例２

地域の歴史・文化の発信
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「               「学生シェアハウス」と「地域のコミュニティスペース」

としての空家リノベーション

本市の空家バンクに登録された空家を大学生のシェアハウスとして活用するにあたり、学

生自らがＤＩＹで旧東海道二川宿沿道のまち並みに配慮した外観整備を行うほか、建物の一

部を開放し周辺住民との交流スペースなどとしてリノベーションを行った事例。 

改修工事については本市の「大学連携創生事業費補助金」を活用。 

事 業 主 体：二川空き家改修学生委員会 

改修事業費：100 万円 

現況外観

整備後外観イメージ

～二川宿沿道のまち並み～

空家利活用事例３

まちなみ形成と地域コミュニティの活性化


